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Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

合計  18,125,610  18,113,859  962,269  -  -  -  1,117,939  16,033,651 11,751 

令和6年度住民税均等割非課税世帯（3万
円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠等）

1  -  -  -  -  -  -  -

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）
2  -  -

令和６年度低所得世帯支援枠等関連の
給付費

（家計急変への横出し等・R6補正）

3  -  -

事務費
（上乗せ・横出し）

4  -  -

R7補正推奨事業メニューのうち
食料品の物価高騰に対する特別加算

（市区町村のみ記載）

5  -  -

市区町村でR7補正①の事業について複数計画している場
合は、１つをNo.５に記入の上それ以外はNo.６以降に記入し
L列で当該推奨事業メニューを選択してください。
都道府県でR7補正①の事業を計画している場合は、NO.6
以降に記入しL列で当該推奨事業メニューを選択してくださ
い。

6 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
医療機関等物価高騰緊急支
援事業（その１）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 435,086  435,086  435,086  -  -

①物価高騰の影響を受ける医療機関等の負担軽減を図り、
サービスの継続的な提供を促進する。
②物価高騰緊急支援金、事務費等
③支援金：431,374千円、事務費等：3,712千円
　支援金単価（電気・ガス）
　　病院・有床診療所（４床以上）10千円／床×22,869床、有
床診療所（３床以下）・無床診療所46千円／施設×1,396施
設、薬局15千円／施設×645施設、施術所・助産所・歯科技
工所16千円／施設×903施設
　支援金単価（食材料費）
　　病院・有床診療所（４床以上）5千円／床×22,869床
④県内の医療機関等

－ － － R7.7 R8.3 申請件数に対する交付件数率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
医療（光熱費関
係）

県HP R7補正（地）

7 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
介護サービス施設等物価高
騰緊急支援事業（その１）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 398,762  398,762  398,762  -  -

①物価高騰の影響を受ける介護サービス施設・事業所の負
担軽減を図り、サービスの継続的な提供を促進する。
②物価高騰緊急支援金、事務費等
③支援金：398,115千円（約2,674事業所）、事務費等：647千
円
　支援金単価（電気・ガス）入所系4千円×25,341名
　支援金単価（ガソリン）訪問系24千円×964施設
　支援金単価（電気）通所系38千円×860施設
  支援金単価（ガソリン）通所系24千円×860施設
　支援金単価（食材料費）入所系7千円×25,341名、通所系2
千円×21,454名
④県内の介護サービス施設・事業所

－ － － R7.7 R8.3 申請件数に対する交付件数率　100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
介護サービス事
業所・施設等

県HP R7補正（地）

8 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 県立学校電気・ガス代 米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

県立学校施設は、「直接住民の用に供
する」施設であり、効果的な支援である
と考えるため

 173,444  173,444  173,444  -

①エネルギー価格高騰の影響を受ける県立学校に対し、運
営維持のための価格高騰分
②県立学校電気代価格高騰分相当
③高騰分実績見込み：R7年度の実績見込み173,444千円
　R7予備費分：総額の内、８か月分を想定
④県立学校

－ － － R7.8 R8.3 各学校の授業計画に基づく授業実施率１
００％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7当初（地）

9 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
私立学校物価高騰緊急支援
事業（高等学校私立学校助
成費）（その１）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 6,463  6,463  6,463

①目的・効果
物価高騰の影響を受けている私立学校の光熱費（高騰相当
分）へ支援
②交付金を充当する経費内容　　電気・ガス料金支援分
③積算根拠
・単価（規模1）31千円×３施設＋単価（規模２）97千円×２施
設＋単価（規模３）163千円×３施設＋単価（規模４）228千円
×５施設＋単価（規模５）294千円×４施設＋単価（規模６）
360千円×２施設＋単価（規模８）491千円×４施設＋単価
（規模11）687千円×１施設＝6,463千円
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）　　私立学校設置
者

－ － － R7.7 R8.3 申請件数に対する交付件数率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 私立学校 県HP R7補正（地）

10 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
私立学校物価高騰緊急支援
事業（中学校私立学校助成
費）（その１）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 965  965  965

①目的・効果
物価高騰の影響を受けている私立学校の光熱費（高騰相当
分）へ支援
②交付金を充当する経費内容　　電気・ガス料金支援分
③積算根拠
・単価（規模1）31千円×７施設＋単価（規模２）97千円×３施
設＋単価（規模３）163千円×１施設＋単価（規模５）294千円
×１施設＝965千円
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）　　私立学校設置
者

－ － － R7.7 R8.3 申請件数に対する交付件数率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 私立学校 県HP R7補正（地）

11 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
私立学校物価高騰緊急支援
事業（小学校私立学校助成
費）（その１）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 384  384  384

①目的・効果
物価高騰の影響を受けている私立学校の光熱費（高騰相当
分）へ支援
②交付金を充当する経費内容　　電気・ガス料金支援分
③積算根拠
・単価（規模1）31千円×４施設＋単価（規模２）97千円×１施
設＋単価（規模３）163千円×１施設＝384千円
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）　　私立学校設置
者

－ － － R7.7 R8.3 申請件数に対する交付件数率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 私立学校 県HP R7補正（地）

12 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
私立学校物価高騰緊急支援
事業（専修学校私立学校助
成費）（その１）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 1,894  1,894  1,894

①目的・効果
物価高騰の影響を受けている私立学校の光熱費（高騰相当
分）へ支援
②交付金を充当する経費内容　　電気・ガス料金支援分
③積算根拠
・単価（規模1）31千円×14施設＋単価（規模２）97千円×８
施設＋単価（規模４）228千円×３施設＝1,894千円
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）　　私立学校設置
者

－ － － R7.7 R8.3 申請件数に対する交付件数率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 私立学校 県HP R7補正（地）

13 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
ＬＰガス一般消費者料金高騰
対策支援事業（その１）

米国関税措置 ○
③消費下支
え等を通じた
生活者支援

 223,105  223,105  223,105

①物価高騰に伴うLPガス料金上昇の影響を受ける県内一般
消費者の負担を軽減するために、LPガス販売事業者を通じ
て使用料金の値引きを行い、利用世帯を支援。
②値引き原資、販売事業者手数料、その他事務費
③値引き原資168,000千円：600円/世帯×280,000世帯(県内
LPガス使用世帯見込数)
　販売事業者手数料51,900千円：150円×280,000世帯＋
30,000円×330事業者(LPガス販売事業者数)
　その他事務費3,205千円：会計年度任用職員2名(合計9ヶ
月)、事務費
④交付対象者：一般消費者(官公庁を含まない)

－ － － R7.8 R7.12 県内LPガス一般消費者世帯のうち支援を
実施した世帯の割合：100%

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 ＬＰガス 県HP R7補正（地）

14 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○

【公衆浴場対策費】
長崎県公衆浴場燃油等価格
高騰対策支援金（物価高騰
対応分）（その１）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 173  173  173

①エネルギー価格高騰の影響を受けており、物価統制令の
適用により独自の価格転嫁が困難な一般公衆浴場に対し、
経営健全化や衛生水準の維持向上を図るため、事業に必要
な燃油代や光熱費の価格高騰分に相当する経費を定額支
援する。
②一般公衆浴場における事業に必要な燃油代や光熱費の
価格高騰分相当。
③支援金　173千円
　 ボイラー等燃油使用施設　　 46千円×3施設+5千円×3施
設
　 ボイラー等燃油不使用施設　　5千円×4施設
④民営の一般公衆浴場　7施設

○ － － R7.7 R8.3 支援対象事業者への実施率　100% ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
生活衛生関係営
業者

県HP R7補正（地）

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和７年７月通知分）

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和６年度本省繰越分）

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を
設定）

16,033,651               

支援開始時期

国のR6補正等（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（今回追加分）

小計　交付限度額③

推奨事業メニューの本省繰越希望額の調
整欄
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事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

都道府県・市町村コード（５桁）

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分にかかる交付対象経費
※事務連絡は該当団体のみに通知

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑤
にかかる交付対象経費

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑥
にかかる交付対象経費 16,033,651                                           

配分予定額計
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

Ｎｏ

今回配分予定額
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③にかかる交付対象経費

-                                                        

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ ※参考国

の

予

算

年

度

（単位：千円）

-                                                        

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）
交付限度額④

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②
今回配分予定額

国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②

今回配分予定額
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

990,590                   
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7経済対策分）

1,117,939                                            

交付対象経費(地方単独事業費)
（その他）

令和７年度既配分額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤
令和７年度既配分額

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑥

今回配分予定額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている

旨の明記

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

※記載は不要

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）　交付限度額④
にかかる交付対象経費

R7経済対策等にかかる本省繰越希望額記載欄
【調整後】本省繰越希望額

（R7補正により措置された推奨事業メニュー分　交付限度額⑥に係る希望額）
（交付限度額⑥を上限とする）

1,799,516                                      

※【調整前】今回配分予定額
推奨事業メニュー（R7補正）交付限度額⑥

※【調整前】本省繰越額
国のR7補正予算分（推奨事業メニュー分）交付限度額⑥

本省繰越の追加希望額　手動入力分
（調整用）

-                                                      

1,799,516                                           

16,033,651                                         

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年７月18日通知分）

16,033,651               

16,033,651               

-                                             

Ｃ

配分予定額計
国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②
配分予定額計

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③

配分予定額計
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

配分予定額計
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

小計　配分予定額計
（R7経済対策分）

交付対象経費(地方単独事業費)
（R6経済対策分）

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④に
も関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

【調整後】今回配分予定額
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7予備費分）

配分予定額計
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

小計　配分予定額計
（R7予備費分）

都道府県区分

990,590                   

配分予定額計
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

-                            

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑤　（令和7年5月27日通知分）

990,590                                             

小計　交付限度額（R7予備費分） 990,590                                             

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑥　（令和7年12月１６日通知分）

17,833,167                                         

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分） -                                                      

小計　交付限度額（R7経済対策分） 17,833,167                                         

地方公共団体名（コード有り）

電話番号

メールアドレス

国のR6補正等分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和6年度本省繰越分）

小計　交付限度額②

国のR6補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年７月18日通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年12月２日通知分）

担当者氏名 国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②にかかる交付対象経費 -                                                        

令和７年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

政策企画課担当部局課名 962,269                                               

42000

【42_長崎県】

42000_長崎県

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①
にかかる交付対象経費

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係
総事業費

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年12月２日通知分）

-                            

990,590                   
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Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を
設定）

支援開始時期

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ ※参考国

の

予

算

年

度 特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている

旨の明記

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が

Ｃ

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④に
も関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係
総事業費

89 

90 

91 

92 

93 

15 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
障害福祉サービス施設等物
価高騰緊急支援事業（その
１）

米国関税措置 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 136,531  136,531  136,531

①物価高騰の影響を受ける障害福祉サービス施設・事業所
の負担軽減を図り、サービスの継続的な提供を促進する。
②物価高騰緊急支援金、事務費等
③支援金：135,945千円（1,277事業所）、事務費等：610千円
　支援金単価（電気・ガス）入所系4千円×6,621名
　支援金単価（ガソリン）訪問系24千円×236施設
　支援金単価（電気）通所系38千円×724施設
  支援金単価（ガソリン）通所系24千円×724施設
　支援金単価（食材料費）入所系7千円×6,429名、通所系2
千円×6,953名
④県内の障害福祉サービス施設・事業所

－ － － R7.7 R8.3 申請件数に対する交付件数率　100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
障害福祉サービ
ス事業所・施設等

県HP R7補正（地）

16 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
幼稚園私立学校助成費（その
１）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 389  389  389

①エネルギー価格高騰の影響を受ける私立幼稚園の負担軽
減を目的とした支援
②電気代及びガソリン代
③対象数：7園
支給額：施設の規模を公定価格制度の区分で分類し、R3実
績の物価上昇見合い分の1/8
＜単価算定式＞
各施設区分のR3実績×物価高騰率×補助率（1/8）
　（※）電気代　19.7%　・　ガソリン代　25.8％
＜事業費算定式＞
単価（7千円）×1施設+単価（21千円）×1施設+単価（58千
円）×2施設+単価（74千円）×1施設+単価（82千円）×1施設
+単価（89千円）×1施設＝389千円
④私立幼稚園（私学助成幼稚園）

－ － － R7.7 R7.11 補助園数：7園 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・
認定こども園等

県HP R7補正（地）

17 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
子育て支援新制度関係対策
費（その１）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 104  104  104

①エネルギー価格高騰の影響を受ける認可外保育施設の負
担軽減を目的とした支援
②電気代
③対象数：46施設
支給額：施設の規模を公定価格制度の区分で分類し、R3実
績の物価上昇見合い分の1/8
＜単価算定式＞
各施設区分のR3実績×物価高騰率×補助率（1/8）
　（※）電気代　19.7%
＜事業費算定式＞
単価（4千円）×17施設+単価（12千円）×3施設 ＝104千円
④認可外保育施設

－ － － R7.7 R7.8 R7.11 補助園数：46施設 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・
認定こども園等

県HP R7補正（地）

18 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
児童措置費（児童養護施設
等エネルギー等物価高騰対
策支援金）（その１）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 8,633  8,633  8,633

①エネルギー価格高騰の影響を受ける児童養護施設等の負
担軽減を目的とした支援
②電気代・ガス代・食料代
③対象数：２７施設＋５２世帯
支給額：R3実績の物価上昇見合い分の1/8
＜単価算定式＞
・R3実績×物価高騰率×補助率（1/8）
　（※）電気代　19.7%　・　ガス代　21.6％　・　食料代　25.3％
＜事業費算定式＞
単価（13千円）×２世帯＋単価（25千円）×４世帯＋単価（38
千円）×46世帯+単価（46千円）×14施設+単価（332千円）×
1施設+単価（472千円）×11施設+単価（591千円）×1施設
④児童養護施設・乳児院・児童心理治療施設・ファミリーホー
ム・自立援助ホーム・里親

－ － － R7.7 R7.10 補助施設数：27施設
補助世帯数：60世帯

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 児童養護施設等 県HP R7補正（地）

19 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
特別高圧電力高騰対策支援
事業（その１）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑦中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 99,577  99,577  99,577

①目的・効果
エネルギー等物価高騰の影響を受けている県内事業者等の
負担軽減を図り、安定した経営環境の持続を促進するため、
特別高圧電力受電事業者等を支援し、県内経済の振興を図
る。

②交付金を充当する経費内容
令和７年６月から令和７年９月の電力量1kwhあたり1.0円(大
企業の場合0.5円)を乗じた額（8月分については1.2円(大企業
の場合0.6円)を乗じた額。）と、予算の範囲内で知事が必要と
認めた額を比較して少ない方の額を補助額とする。

③積算根拠（対象数、単価等）
特別高圧電力を利用する事業者等に対し、電力使用量に応
じた支援を実施
単価(中小企業)：１．０円（R7.7,R7.9）、１．２円（R7.8）
単価(大企業)：０．５円（R7.7,R7.9）、０．６円（R7.8）

－ － － R7.7 R8.3 受電件数２６件（前回支援実績２４社＋新
規２社を想定）

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 特別高圧 県HP R7補正（地）
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Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を
設定）

支援開始時期

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ ※参考国

の

予

算

年

度 特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている

旨の明記

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が

Ｃ

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④に
も関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係
総事業費
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20 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
事業者向けLPガス価格高騰
緊急対策支援事業（その１）

米国関税措置 ○

⑦中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 49,517  49,517  49,517

①目的・効果
LPガスの価格高騰の影響を受けている県内事業者に対し、
LPガス代高騰分の一部を支援
②補助単価：
【業務用LPガス】販売事業者を通じて、LPガス代金について1
社あたり600円の値引き
【工業用LPガス】購入するLPガスの量に応じて、13円/kg
（R7.7、R7.9月分）、16.25円/kg（R7.8月分）
③積算根拠：
◎補助金
【業務用LPガス】県内で業務用LPガスを使用している事業者
は16,000社。よって、600円×16,000社＝9,600,000円…（A）
【工業用LPガス】13円/kg（R7.7、R7.9月分）、16.25円/kg
（R7.8月分)であることから、対象期間は3ヶ月であるが、実質
は3.25ヶ月分。県内の工業LPガス販売量は16,800トン/年。
よって、16,800トン×13円×3.25/12＝ 59,150,000円…（B）
◎事務費

－ － － R7.8 R8.3 ・支援件数120件（R5補正事業の実績を基
に設定）

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 ＬＰガス 県HP R7補正（地）

21 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
農業水利施設電気料金高騰
対策支援事業費

米国関税措置 ○

⑥農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 2,286  2,286  2,286

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける中
で、農業者で組織される土地改良区の負担軽減を図るため、
国営・県営土地改良事業で造成され、土地改良区が管理す
る農業水利施設の電気料金高騰分を支援
②（１）電気料金高騰分への支援　　　　 1,786千円（実績見
込）
　（２）補助金交付事務にかかる経費　　　500千円
③（１）1,786千円（実績見込）
　（２）500千円（人件費、通信費・振込手数料）
④土地改良区土地改良事業団体連合会

－ － － R7.4 R8.3 農業水利施設の電気料金高騰の影響が
あった土地改良区への支援実施率100%

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

22  -  -
23  -  -

24 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 県立図書館光熱費 米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、「直接住民の用に供する」
施設であり、効果的な支援であると考え
るため

 7,777  7,777  7,777

①エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けている県立図
書館への光熱費に対する支援
②光熱費高騰分相当事務委託金
③物価高騰前の予算額との比較
（R７光熱費相当分事務委託金見込み－R4光熱費相当分事
務委託金）×県負担割合【県市一体型図書館のため】=7,777
千円
④県立図書館

－ － － R7.4 R8.3 年間の開館スケジュールに基づく開館率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7当初（地）

25 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
こども医療福祉センター運営
費（R7.12～R8.3）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、すべての障害児を対象と
した県下の拠点的な施設であり、「直接
住民の用に供する」施設に該当する。交
付金の活用により、必要な障害児医療
サービスの提供体制の確保につなが
り、施設利用者への確実な支援が実施
できるため。

 2,751  2,751  2,751

①エネルギー等物価高騰の影響を受けた施設を支援し安定
的なサービス提供の促進を図る
②電気代、ガス代高騰に対する経費
③R7年度の実績見込み額から一般財源（電気・ガス代の従
来分）を差し引いた額
　電気代・ガス代：R7実績見込み額（28,823）－従来分
（17,820）=11,003千円-8,252千円（R7.4～11実績）=2,751千
円
④長崎県立こども医療福祉センター

－ － － R7.4 R7.11 施設の廃止又は休止件数0 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
障害福祉サービ
ス事業所・施設等

県HP R7当初（地）

26 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 長崎県美術館運営事業費
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 11,818  11,818  -  11,818

①エネルギー価格が上昇し多大な影響が生じている指定管
理者に対し、事業者の経営維持のため支援金を支給
②負担金（電気・ガス料金支援分）
③R7高騰分見込額：11,818千円
④指定管理者

○ － － R7.4 R8.3 R8.3 年間事業計画に基づく開館率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

27 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
長崎歴史文化博物館運営事
業費

米国関税措置 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 23,502  11,751  11,751  11,751

①エネルギー価格が上昇し多大な影響が生じている指定管
理者に対し、事業者の経営維持のため支援金を支給
②負担金（電気・ガス料金支援分）
③光熱費の当初予算額と実績見込額との差額（光熱費（電
気料金）高騰による上振れ見込額（23,502)-長崎市負担金
(11,751)＝11,751
④指定管理者

○ － － R7.4 R8.3 年間事業計画に基づく開館率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

28 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
職業能力開発校管理費（長
崎高等技術専門校）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

県内産業の即戦力となるべき技術・技
能者を養成するために職業能力開発を
行う公の施設にあたるため

 6,001  6,001  6,001

①目的・効果
エネルギー等の物価高騰の影響を受けた高等技術専門校を
支援
②交付金を充当する経費内容
運営費交付金（電気・ガス料金支援分）
③積算根拠
R7高騰分見込額：6,001千円
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）
県立長崎高等技術専門校

－ － － R7.4 R8.3 補助施設：１施設 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7当初（地）

29 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
職業能力開発校管理費（佐
世保高等技術専門校）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

県内産業の即戦力となるべき技術・技
能者を養成するために職業能力開発を
行う公の施設にあたるため

 2,102  2,102  2,102

①目的・効果
エネルギー等の物価高騰の影響を受けた高等技術専門校を
支援
②交付金を充当する経費内容
運営費交付金（電気・ガス料金支援分）
③積算根拠
R7高騰分見込額：2,102千円
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）
県立佐世保高等技術専門校

－ － － R7.4 R8.3 補助施設：１施設 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7当初（地）

30 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
開成学園運営費（電気代）
（R7.12～R8.3分）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、特別な支援を必要としてい
る子どもに、安全安心な環境を提供し、
個々の特性に合わせた支援を行う施設
である。交付金の活用により、特別な支
援を必要としている施設利用者への支
援がより効果的に実施できるため

 1,714  1,714  1,714

①エネルギー等の物価高騰の影響を受けている施設に対
し、高騰分を支援することにより安定的な運営を図る。
②電気代
③R7.12～R8.3月電気代見込み額
④児童自立支援施設

－ － － R7.12 R8.3 補助施設：1施設 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7当初（地）

31 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
長崎こども・女性・障害者支
援センター事業費（燃料代）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、特別な支援を必要としてい
る、こどもや女性、そして障害のある
方々に一元的に対応できる総合的な施
設である。交付金の活用により、特別な
支援を必要としている施設利用者への
相談・支援がより効果的に実施できるた
め

 156  156  156

①エネルギー等の物価高騰の影響を受けている施設に対
し、高騰分を支援することにより安定的な運営を図る。
②燃料代
③R5実績1,443千円×1.084倍 （R5上期実績の単価上昇率）
=1,564千円（R７年度見込み額）
⇒査定後：1,106千円（うちエネルギー高騰分156千円）
④児童相談所

－ － － R7.4 R8.3 補助施設：1施設 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7当初（地）

32 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
佐世保こども・女性・障害者
支援センター事業費（燃料
代）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、特別な支援を必要としてい
る、こどもや女性、そして障害のある
方々に一元的に対応できる総合的な施
設である。交付金の活用により、特別な
支援を必要としている施設利用者への
相談・支援がより効果的に実施できるた
め

 116  116  116

①エネルギー等の物価高騰の影響を受けている施設に対
し、高騰分を支援することにより安定的な運営を図る。
②燃料代
③459千円（R6実績見込み）、459千円×1.19倍（R6上半期実
績上昇率）＝547千円（R7実績見込み）
⇒査定後：500千円（うちエネ高116千円）
④児童相談所

－ － － R7.4 R8.3 補助施設：1施設 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7当初（地）

33  -  -

34 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
県民ボランティア活動支援セ
ンター光熱水費

米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、NPO・ボランティア団体等
が活動拠点として利用するなどしている
施設であり、「直接住民の用に供する」
施設に該当する。交付金の活用により、
これまで通りの利用が可能となり、施設
利用者への活動支援が効果的に実施
できるため

 1,457  1,457  1,457

①エネルギー等物価高騰の影響を受けた県民ボランティア
活動支援センターを支援し安定的なサービス提供の促進を
図る。
②光熱水費、保守管理委託
③R7高騰分見込額：1,457千円
④県民ボランティア活動支援センター

－ － － R7.4 R8.3 利用者数　15,000人 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7当初（地）

35 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
こども・女性・障害者支援セン
ター運営費

米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、特別な支援を必要としてい
る、こどもや女性、そして障害のある
方々に一元的に対応できる総合的な施
設である。交付金の活用により、特別な
支援を必要としている施設利用者への
相談・支援がより効果的に実施できるた
め

 8,843  8,843  8,843

①エネルギー等物価高騰の影響を受けた施設を支援し安定
的なサービス提供の促進を図る
②電気代及びガス代、ガソリン代の高騰に対する経費
③【長崎こども・女性・障害者支援センター】
　R7高騰分見込額：4,422千円
　【佐世保こども・女性・障害者支援センター】
　R7高騰分見込額：4,421千円
④長崎こども・女性・障害者支援センター及び佐世保こども・
女性・障害者支援センター

－ － － R7.4 R8.3 施設の廃止又は休止件数0 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
障害福祉サービ
ス事業所・施設等

県HP R7当初（地）

36 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 農業大学校電気代等 米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

優れた農業後継者及び農村地域の指
導者の養成を行うとともに、青年農業者
及び農村地域の指導者等の研修を行い
長崎県の農業振興に寄与する人材を育
成する教育施設であるため

 9,946  9,946  9,946

①電気料等の価格高騰により学校運営に影響が及んでお
り、支援があることで学生の就農等への教育が充実する。
② 電気料：本校/畜産学科/学生寮にかかる経費のうち高騰
分
③実績額をもとにR7見込算出（高騰分）
電気：9,946千円
④県立農業大学校

－ － － R7.4 R8.3 教育計画における学生の就農等に必要な
履修率１００％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7当初（地）

37 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
佐世保情報産業プラザ運営
費

米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、「直接住民の用に供する」
施設であり、効果的な支援であると考え
るため

 3,880  3,880  3,880

①エネルギー価格の上昇による影響が生じている指定管理
施設に対し、高騰分を支援することにより安定的な施設運営
を図る。
②運営支援金（電気料金）
③R7高騰分見込額=3,880千円
④指定管理者

○ － － R7.4 R8.3 指定管理者への支援実施率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）
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Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を
設定）

支援開始時期

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ ※参考国

の

予

算

年

度 特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている

旨の明記

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が

Ｃ

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④に
も関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係
総事業費

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

38 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 長崎県勤労福祉会館運営費
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑪推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、「直接住民の用に供する」
施設であり、効果的な支援であると考え
るため

 2,052  2,052  2,052

①目的・効果
エネルギー等の物価高騰の影響を受ける長崎県勤労者福祉
会館の電気代、ガス代、水道代を支援し、会館運営の安定を
図る。
②交付金を充当する経費内訳
運営費交付金（電気・ガス・水道料金支援分）
③積算根拠
R7高騰分見込額：2,052千円
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）
長崎県勤労福祉会館

－ － － R7.4 R7.4 R8.3 補助施設：１施設 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

39 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 県民の森運営費 米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、「直接住民の用に供する」
施設であり、効果的な支援であると考え
るため

 950  950  950

①エネルギー価格高騰の影響を受ける指定管理者に対し、
経営維持のための支援金を支給
②指定管理者への補助金
③R7高騰分見込額：950千円
　※高騰分については、昨年度の実績額をもとに算出
④指定管理者

○ － － R7.4 R8.3 指定管理者への支援実施率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

40 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
長崎水辺の森公園、長崎松ヶ
枝国際ターミナルビル及び
松ヶ枝緑地

米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、「直接住民の用に供する」
施設であり、効果的な支援であると考え
るため

 3,215  3,215  3,215

①エネルギー価格高騰の影響を受ける指定管理者に対し、
経営維持のための支援金を支給
※常盤・出島地区：長崎水辺の森公園、三角広場、県営常盤
南駐車場
   松ヶ枝地区：松が枝国際ターミナルビル、松が枝国際第2
夕ビル、松が枝緑地
②指定管理者への支援金
③R7高騰分見込額：3,215千円
※エネルギー価格のR7当初予算額とR7上半期実績額及び
下半期見込額の差額で算定　15,911千円（実績見込額）－
12,696千円（当初予算）＝3,215千円
④常盤・出島・松が枝地区の指定管理者

○ － － R7.4 R8.3 対象指定管理者への支援実施率１００％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

41  -  -

42 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 県立総合体育館等運営費 米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、「直接住民の用に供する」
施設であり、効果的な支援であると考え
るため

 23,090  23,090  23,090

①エネルギー価格が上昇し多大な影響が生じている指定管
理者に対し、経営維持のための支援金を支給
②指定管理者への負担金
③R7高騰分見込額：23,900千円
④指定管理者

○ － － R8.3 R8.3 対象指定管理者への支援実施率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

43 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 県立武道館等運営費 米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、「直接住民の用に供する」
施設であり、効果的な支援であると考え
るため

 447  447  447

①エネルギー価格が上昇し多大な影響が生じている指定管
理者に対し、経営維持のための支援金を支給
②指定管理者への負担金
③R7高騰分見込額：447千円
④指定管理者

○ － － R8.3 R8.3 対象指定管理者への支援実施率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

44 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
長崎港福田マリーナ及び長
崎出島ハーバー、小江ボート
パーク運営費

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑪推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、「直接住民の用に供する」
施設であり、効果的な支援であると考え
るため

 230  230  230

①エネルギー価格高騰の影響を受ける指定管理者に対し、
経営維持のための支援金を支給
②指定管理者への支援金
③エネルギー価格のR7当初予算額とR7上半期実績額及び
下半期見込額の差額で算定
　2,901千円（実績見込額）－2,671千円（当初予算）＝230千
円
④長崎港福田マリーナ・出島ハーバー・小江ボートパークの
指定管理者

○ － － R7.4 R8.3 R8.3 指定管理者への支援実施率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

45  -  -

46 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
公共交通事業継続緊急支援
費

米国関税措置 ○

⑧地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 262,448  262,448  262,448

①燃料価格高騰の長期化により経費増の影響を受けている
公共交通事業者等の事業継続を支援
②公共交通事業者への事業継続支援金
③予算額262,448千円
乗合バス　　49千円×1,327＝65,023千円
貸切バス　　39千円×504＝19,656千円
鉄道　　　　　195千円×38＝7,410千円
電気軌道　　39千円×71＝2,769千円
カーフェリー　6,900千円×10＝69,000千円
　　　　　　　　3,450千円×3＝10,350千円
20t以上　　　4,200千円×8＝33,600千円
20t以下　　　255千円×11＝2,805千円
航空路　　 　13,950千円×2＝27,900千円
タクシー　　　9千円×2,535＝22,815千円
運転代行　　4千円×280＝1,120千円
④長崎県内に本社または支社を置く、乗合バス、貸切バス、
鉄軌道、定期旅客船航路、航空路、タクシー、運転代行事業

－ － － R8.1 R8.3 支援をした事業者のうち事業を継続してい
る事業者の割合　100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
運輸交通・物流・
観光事業者

県HP R7補正（地）

47 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
貨物運送事業継続緊急支援
費

米国関税措置 ○

⑧地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 180,863  180,863  180,863  1,000

①燃料価格高騰の長期化により経費増の影響を受けている
貨物運送事業者の事業継続を支援
②貨物運送事業者への事業継続支援金
③
（１）一般貨物自動車運送事業者（予算額：153,713千円）
　・貨物用普通車、けん引車＠19千円／台× 8,281台＝
157,339千円
　・貨物用小型車＠9千円／台× 470台＝ 4,230千円
　　※2,500千円超事業者　△8,856千円
　・トラック協会の事務費（振込手数料・印刷費等）＝ 1,000千
円
（２）貨物航路事業者（予算額：27,150千円）
　・RORO船4,350千円／隻× 6隻＝ 26,100千円
　・貨物船1,050千円／隻× １隻＝ 1,050千円
④
（１）一般貨物自動車運送事業者
長崎県内に本社または支社を有する一般貨物自動車運送事

－ － － R8.1 R8.3 支援をした事業者のうち事業を継続してい
る事業者の割合　100％

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
運輸交通・物流・
観光事業者

トラック協会、貨物航路事業者へ実施要綱を通知。 R7補正（地）

48 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
漁業経営セーフティーネット
活用促進事業費

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 196,441  196,441  196,441

①漁業用燃油価格の高止まりによる影響が懸念されるた
め、国の漁業経営セーフティーネット制度（SN）への加入・継
続に必要となる積立金の一部を支援
②SNへの加入・継続にかかる経費
③ＳＮ加入・継続支援：20,337ℓ（1経営体年間平均燃油使用
量）×3,351経営体×8.5円（積立単価）/ℓ×1/3=193,090千
円
　漁協事務費支援：1経営体あたり1,000円×3,351経営体＝
3,351千円
④漁業協同組合

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 支援対象経営体数：3,351経営体 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

49 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
養殖用配合飼料高騰対策事
業費

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 390,641  390,641  390,641

①高値で推移している配合飼料のセーフティネット加入に必
要となる積立金の一部を支援し、セーフティネットへの加入継
続・促進を図る
②セーフティネット加入の積立金
③積立金支援　384ｔ×113経営体×27,000/t×1/3＝
390,528千円
　漁協事務経費　113経営体×1,000円＝113千円　合計
390,641千円
④漁業協同組合

－ － － R8.3 R8.3 R8.3  SN（配合飼料）加入経営体：113件 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

50 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 飼料価格高騰緊急対策事業
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 104,348  104,348  104,348

①飼料価格高騰により経営が圧迫されている畜産農家に対
して「配合飼料価格安定制度」に加入する生産者積立金の
一部及び単体飼料購入費の一部を緊急的に支援
②
・配合飼料価格安定制度生産者積立金について、補助額
200円/ｔ（定額）を支援
・単体飼料（穀類及び大豆油粕）購入費の一部として200円/ｔ
（生産者積立金支援額相当分）を支援
③
・配合飼料価格安定制度加入者向け： 200円/ｔ×467,581ｔ＝
93,517千円
・制度に加入できない農家向け：200円/ｔ×27,355ｔ＝5,471千
円
・事務費（振込手数料等）　 2,400円/戸×2,233戸 ＝5,360千
円
④農業業同組合、一般社団法人長崎県配合飼料価格安定
基金協会、畜産農家

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 令和７年畜産産出額６００億円 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

51  -  -

52 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
こども医療福祉センター運営
費（R7.４～１１）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、すべての障害児を対象と
した県下の拠点的な施設であり、「直接
住民の用に供する」施設に該当する。交
付金の活用により、必要な障害児医療
サービスの提供体制の確保につなが
り、施設利用者への確実な支援が実施
できるため。

 8,252  8,252  8,252

①エネルギー等物価高騰の影響を受けた施設を支援し安定
的なサービス提供の促進を図る
②電気代、ガス代高騰に対する経費
③R7年度の実績見込み額から一般財源（電気・ガス代の従
来分）を差し引いた額
　電気代・ガス代：R7実績見込み額（28,823）－従来分
（17,820）=11,003千円-2,751千円（R7.12～R8.3見込）=8,252
千円
④長崎県立こども医療福祉センター

－ － － R7.12 R8.3 施設の廃止又は休止件数0 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
障害福祉サービ
ス事業所・施設等

県HP R7補正（地）

53 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
開成学園運営費（電気代）
（R7.4～R7.11）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、特別な支援を必要としてい
る子どもに、安全安心な環境を提供し、
個々の特性に合わせた支援を行う施設
である。交付金の活用により、特別な支
援を必要としている施設利用者への支
援がより効果的に実施できるため

 1,691  1,691  1,691

①エネルギー等の物価高騰の影響を受けている施設に対
し、高騰分を支援することにより安定的な運営を図る。
②電気代
③3,003千円(R7.4～11月分電気代実績額）-1,312千円(燃油
高騰前電気代R4予算額)=1,691千円
④児童自立支援施設

－ － － R7.4 R7.11 補助施設：1施設 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

54 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
長崎県立諫早技能会館運営
費

米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、「直接住民の用に供する」
施設であり、効果的な支援であると考え
るため

 7  7  7

①エネルギー価格が上昇し多大な影響が生じている指定管
理者に対し、経営維持のための支援金を支給
②指定管理者への負担金
③R7高騰分見込額：7千円
④指定管理者"

－ － － R7.4 R8.3 対象指定管理者への支援実施率１００％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

55  -  -

56 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
長崎県立総合運動公園運営
費

米国関税措置 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果
があると判断
する地方単
独事業

当該施設は、「直接住民の用に供する」
施設であり、効果的な支援であると考え
るため

 5,542  5,542  5,542

①エネルギー価格が上昇し多大な影響が生じている指定管
理者に対し、経営維持のための支援金を支給
②指定管理者への支援金（電気料金分）
③R7高騰分見込額：5,542千円
④指定管理者

－ － － R7.4 R8.3 指定管理者への支援率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）
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Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を
設定）

支援開始時期

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ ※参考国

の

予

算

年

度 特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている

旨の明記

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が

Ｃ

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④に
も関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係
総事業費
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57 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
私立学校物価高騰緊急支援
事業（高等学校私立学校助
成費）（その２）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 6,463  6,463  6,463

①目的・効果
物価高騰の影響を受けている私立学校の光熱費（高騰相当
分）へ支援
②交付金を充当する経費内容　　電気・ガス料金支援分
③積算根拠
・単価（規模1）31千円×３施設＋単価（規模２）97千円×２施
設＋単価（規模３）163千円×３施設＋単価（規模４）228千円
×５施設＋単価（規模５）294千円×４施設＋単価（規模６）
360千円×２施設＋単価（規模８）491千円×４施設＋単価
（規模11）687千円×１施設＝6,463千円
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）　　私立学校設置
者

－ － － R8.1 R8.2 R8.3 申請件数に対する交付件数率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 私立学校 県HP R7補正（地）

58 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
私立学校物価高騰緊急支援
事業（中学校私立学校助成
費）（その２）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 965  965  965

①目的・効果
物価高騰の影響を受けている私立学校の光熱費（高騰相当
分）へ支援
②交付金を充当する経費内容　　電気・ガス料金支援分
③積算根拠
・単価（規模1）31千円×７施設＋単価（規模２）97千円×３施
設＋単価（規模３）163千円×１施設＋単価（規模５）294千円
×１施設＝965千円
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）　　私立学校設置
者

－ － － R8.1 R8.2 R8.3 申請件数に対する交付件数率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 私立学校 県HP R7補正（地）

59 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
私立学校物価高騰緊急支援
事業（小学校私立学校助成
費）（その２）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 384  384  384

①目的・効果
物価高騰の影響を受けている私立学校の光熱費（高騰相当
分）へ支援
②交付金を充当する経費内容　　電気・ガス料金支援分
③積算根拠
・単価（規模1）31千円×４施設＋単価（規模２）97千円×１施
設＋単価（規模３）163千円×１施設＝384千円
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）　　私立学校設置
者

－ － － R8.1 R8.2 R8.3 申請件数に対する交付件数率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 私立学校 県HP R7補正（地）

60 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
私立学校物価高騰緊急支援
事業（専修学校私立学校助
成費）（その２）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 1,894  1,894  1,894

①目的・効果
物価高騰の影響を受けている私立学校の光熱費（高騰相当
分）へ支援
②交付金を充当する経費内容　　電気・ガス料金支援分
③積算根拠
・単価（規模1）31千円×14施設＋単価（規模２）97千円×８
施設＋単価（規模４）228千円×３施設＝1,894千円
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）　　私立学校設置
者

－ － － R8.1 R8.2 R8.3 申請件数に対する交付件数率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 私立学校 県HP R7補正（地）

61 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
ＬＰガス一般消費者料金高騰
対策支援事業（その２）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 401,899  401,899  401,899  5,599

①物価高騰に伴うLPガス料金上昇の影響を受ける県内一般
消費者の負担を軽減するために、LPガス販売事業者を通じ
て使用料金の値引きを行い、利用世帯を支援。
②値引き原資、販売事業者手数料、その他事務費
③値引き原資336,000千円：1,200円/世帯×280,000世帯(県
内LPガス使用世帯見込数)
　販売事業者手数料60,300千円：180円×280,000世帯＋
30,000円×330事業者(LPガス販売事業者数)
　その他事務費5,599千円：会計年度任用職員2名(各6ヶ月)、
事務費
④交付対象者：一般消費者(官公庁を含まない)

－ － － R8.2 R8.2 R8.3 県内LPガス一般消費者世帯のうち支援を
実施した世帯の割合：100%

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 ＬＰガス 県HP R7補正（地）

62 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○

【公衆浴場対策費】
長崎県公衆浴場燃油等価格
高騰対策支援金（物価高騰
対応分）（その２）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 229  229  229

①エネルギー価格高騰の影響を受けており、物価統制令の
適用により独自の価格転嫁が困難な一般公衆浴場に対し、
経営健全化や衛生水準の維持向上を図るため、事業に必要
な燃油代や光熱費の価格高騰分に相当する経費を定額支
援する。
②一般公衆浴場における事業に必要な燃油代や光熱費の
価格高騰分相当。
③支援金　229千円
　 ボイラー等燃油使用施設　　 46千円×4施設+5千円×4施
設
　 ボイラー等燃油不使用施設　　5千円×5施設
④民営の一般公衆浴場　9施設

○ － － R7.12 R8.2 R8.3 支援対象事業者への実施率　100% ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
生活衛生関係営
業者

県HP R7補正（地）

63 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 酒米価格高騰緊急支援事業
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑨中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 39,121  39,121  39,121  774

①令和７年産酒米の購入経費のうち価格高騰額相当分の一
部を支援する。
②酒米価格高騰緊急対策支援補助金、事務費等
③補助金38,347千円：酒米購入実績・見込みをもとに算出
　※基準額：１８３円／㎏に対する補助率：１／２（９１円／㎏）
を補助上限単価とし、その単価に購入数量を乗じた額を補助
基準額として設定。酒米購入に要した負担実績額の1/2と補
助基準額を比較して少ない方を交付する。
　事務費等774千円：補助金対応のための人件費等
④県内酒蔵

－ － － R8.1 R8.2 R8.3
・申請件数に対する交付件数率100％
・支援対象となる全酒蔵に「価格転嫁を含
めた経営安定化計画」を作成させる。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

64 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
医療機関等物価高騰緊急支
援事業（その２）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 471,032  471,032  471,032  3,555

①物価高騰の影響を受ける医療機関等の負担軽減を図り、
サービスの継続的な提供を促進する。
②物価高騰緊急支援金、事務費等
③支援金：467,477千円、事務費等：3,555千円
　支援金単価（電気・ガス）
　　病院・有床診療所（４床以上）10千円／床×24,229床、有
床診療所（３床以下）・無床診療所46千円／施設×1,510施
設、薬局15千円／施設×714施設、施術所・助産所・歯科技
工所16千円／施設×1,492施設
　支援金単価（食材料費）
　　病院・有床診療所（４床以上）5千円／床×24,229床
④県内の医療機関等

－ － － R7.12 R8.1 R8.3 申請件数に対する交付件数率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
医療（光熱費関
係）

県HP R7補正（地）

65 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
介護サービス施設等物価高
騰緊急支援事業（その２）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 294,993  294,993  294,993  722

①物価高騰の影響を受ける介護サービス施設・事業所の負
担軽減を図り、サービスの継続的な提供を促進する。
②物価高騰緊急支援金、事務費等
③支援金：294,271千円（約3,200事業所）、事務費等：722千
円
　支援金単価（電気・ガス）入所系4千円×26,932名
　支援金単価（ガソリン）訪問系21千円×1,251施設
　支援金単価（電気）通所系38千円×1,044施設
  支援金単価（ガソリン）通所系21千円×1,044施設
　支援金単価（食材料費）入所系7千円×7,168名、通所系2
千円×24,250名
④県内の介護サービス施設・事業所

－ － － R7.12 R8.1 R8.3 申請件数に対する交付件数率　100％ ③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
介護サービス事
業所・施設等

県HP R7補正（地）

66 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
障害福祉サービス施設等物
価高騰緊急支援事業（その
２）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 155,118  155,118  155,118  723

①物価高騰の影響を受ける障害福祉サービス施設・事業所
の負担軽減を図り、サービスの継続的な提供を促進する。
②物価高騰緊急支援金、事務費等
③支援金：154,395千円（約1,400事業所）、事務費等：723千
円
　支援金単価（電気・ガス）入所系4千円×7,504名
　支援金単価（ガソリン）訪問系21千円×206施設
　支援金単価（電気）通所系38千円×867施設
  支援金単価（ガソリン）通所系21千円×867施設
　支援金単価（食材料費）入所系7千円×7,504名、通所系2
千円×8,186名
④県内の障害福祉サービス施設・事業所

－ － － R7.12 R8.1 R8.3 申請件数に対する交付件数率　100％ ③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
障害福祉サービ
ス事業所・施設等

県HP R7補正（地）

67 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
幼稚園私立学校助成費（その
２）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 381  381  381

①エネルギー価格高騰の影響を受ける私立幼稚園の負担軽
減を目的とした支援
②電気代及びガソリン代
③対象数：7園
支給額：施設の規模を公定価格制度の区分で分類し、R3実
績の物価上昇見合い分の1/8
＜単価算定式＞
各施設区分のR3実績×物価高騰率×補助率（1/8）
　（※）電気代　19.7%　・　ガソリン代　25.8％
  （※）ガソリン代については暫定税率の廃止により、価格引
き下げ分（13.6％）をさらに減算
＜事業費算定式＞
単価（7千円）×1施設+単価（20千円）×1施設+単価（53千
円）×1施設+単価（57千円）×1施設+単価（69千円）×1施設
+単価（84千円）×1施設+単価（91千円）×1施設＝381千円
④私立幼稚園（私学助成幼稚園）

－ － － R8.1 R8.2 R8.3 補助園数：7園 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・
認定こども園等

県HP R7補正（地）

68 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
子育て支援新制度関係対策
費（その２）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 238  238  238

①エネルギー価格高騰の影響を受ける認可外保育施設の負
担軽減を目的とした支援
②電気代
③対象数：46施設
支給額：施設の規模を公定価格制度の区分で分類し、R3実
績の物価上昇見合い分の1/8
＜単価算定式＞
各施設区分のR3実績×物価高騰率×補助率（1/8）
　（※）電気代　19.7%
＜事業費算定式＞
単価（4千円）×36施設+単価（7千円）×6施設+単価（12千
円）×3施設+単価（16千円）×1施設 ＝238千円
④認可外保育施設

－ － － R8.1 R8.2 R8.3 補助園数：46施設 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・
認定こども園等

県HP R7補正（地）

69 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
児童措置費（児童養護施設
等エネルギー等物価高騰対
策支援金）（その２）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 1,881  1,881  1,881

①エネルギー価格高騰の影響を受ける児童養護施設等の負
担軽減を目的とした支援
②電気代・ガス代
③対象数：２７施設＋６０世帯
支給額：R3実績の物価上昇見合い分の1/8
＜単価算定式＞
・R3実績×物価高騰率×補助率（1/8）
　（※）電気代　19.7%　・　ガス代　21.6％
＜事業費算定式＞
単価（５千円）×60世帯+単価（６千円）×14施設+単価（76千
円）×1施設+単価（108千円）×11施設+単価（233千円）×1
施設
④児童養護施設・乳児院・児童心理治療施設・ファミリーホー
ム・自立援助ホーム・里親

－ － － R7.12 R8.2 R8.3 補助施設数：27施設
補助世帯数：60世帯

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定 児童養護施設等 県HP R7補正（地）

70 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
特別高圧電力高騰対策支援
事業（その２）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑨中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 161,691  161,691  161,691

令和8年1月から3月の電力量1kwhあたり2.3円(大企業の場
合1.15円)を乗じた額（3月分については0.8円(大企業の場合
0.4円)を乗じた額。）と、予算の範囲内で知事が必要と認めた
額を比較して少ない方の額を補助額とする。

③積算根拠（対象数、単価等）
特別高圧電力を利用する事業者等に対し、電力使用量に応
じた支援を実施
単価(中小企業)：2.3円（R8.1-2月）、0.8円（R8.3月）
単価(大企業)：1.15円（R8.1-2月）、0.4円（R8.3月）

対象月数：3月（R8.1-3月）
対象社数：26社（新規2社含む）
上限額：15百万円

積算：
【大企業】　　  20社（過去実績19社（上限に達する事業者3

－ － － R8.1 R8.1 R8.3 受電件数26件（過去支援実績24社＋新規
2社を想定）

③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定 特別高圧 県HP R7補正（地）

71 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
事業者向けLPガス価格高騰
緊急対策支援事業（その２）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑨中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 94,772  94,772  94,772

①目的・効果
LPガスの価格高騰の影響を受けている県内事業者に対し、
LPガス代高騰分の一部を支援
②補助単価：
【業務用LPガス】販売事業者を通じて、LPガス代金について1
社あたり1,200円の値引き
【工業用LPガス】購入するLPガスの量に応じて、21円/kg
（R8.1-2月分）、7円/kg（R8.3月分）

③積算根拠：
◎補助金
【業務用LPガス】県内で業務用LPガスを使用している事業者
は16,000社。よって、1,200円×16,000社＝19,200,000円…
（A）
【工業用LPガス】支援単価が21円/kg（R8.1-2月分）、7円/kg
（R8.3月分）、対象期間が3ヶ月、県内の工業LPガス販売量
が16,800トン/年であることから

－ － － R8.1 R8.1 R8.3 ・支援件数120件（過去の実績を基に設
定）

③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定 ＬＰガス 県HP R7補正（地）
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交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を
設定）

支援開始時期

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ ※参考国

の

予

算

年

度 特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている

旨の明記

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が

Ｃ

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④に
も関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係
総事業費
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72 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 陶土価格高騰支援事業費
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑨中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 56,378  56,378  56,378

①波佐見焼の主原料である陶土の値上げによって厳しい経
営状況におかれている陶磁器製造事業者に対する値上げに
よる影響を緩和し、地域産業の維持を図る。
②陶磁器製造事業者の陶土購入経費のうち、価格高騰相当
分
③価格高騰前の陶土購入価格×上昇見込み額（25％）×補
助率（1/2）＝56,378千円
④波佐見町

－ － － R8.2 R8.2 R8.3 価格転嫁を含めた経営安定化に向けた計
画の策定：1件（波佐見町）

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

73 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
ながさき消費拡大・地元企業
応援事業費（その１）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 2,000,000  2,000,000  2,000,000

①物価高騰の影響を受けている県民生活の下支えや県内事
業者の売上拡大等、キャッシュレス化の推進によるデジタル
力向上を図るため、県内市町と連携し、プレミアム付商品券
発行等の消費喚起対策事業を実施。
　市町が負担する商品券等のプレミアム部分に係る費用の
一部について支援を行うことで、プレミアム額や配布枚数の
増加につなげ、事業効果の更なる拡大を図る。
②補助金
③市町が負担するプレミアム部分（使用金額に応じたデジタ
ル通貨ポイントの還元やクーポン券を含む）×1/2＋事務費
×1/2＝2,000,000千円
④県内市町

－ － － R7.12 R8.1 R8.3
県内市町（21市町）において、プレミアム
商品券発行等による消費喚起対策の上
乗せを実施。

① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

対象分野に関連
しない

商品券等に使用期限を設ける、補助事業者である
市町からの実績報告により商品券等の使用実績
を把握する

県HP R7補正（地）

74 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
商工サポート強化プロジェクト
事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑥中小企業・
小規模事業
者の賃上げ
環境整備

 18,315  18,315  18,315

①県内事業者のデジタル化や経営力向上を推進していくた
め、商工団体の職員を増員し、巡回によるプッシュ型での支
援を強化する。デジタル化推進による業務効率化を商工団体
と連携し効率よく推進していくことで、地域経済や雇用の維持
に取り組む。
②商工団体運営費
③経営支援員人件費15,315千円
商工団体職員向けセミナー開催費1,500千円
資格取得支援費1,500千円
④商工団体

－ － － R7.4 R7.4 R8.3 令和11年度までにデジタル化の件数累計
1,200件

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

75 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 小規模事業経営支援助成費
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑥中小企業・
小規模事業
者の賃上げ
環境整備

 57,206  57,206  57,206

①商工団体の行う小規模事業者のための経営改善普及事
業に対する助成。経営指導員が小規模事業者に対し、経営・
税務・資金繰りなどの相談支援や専門家派遣、経営計画策
定支援を行うことで、経営基盤強化や売上向上を推進する。
②商工団体運営費
③商工会連合会人件費　38,347千円
商工会議所人件費　18,859千円
④商工団体

－ － － R7.4 R7.4 R8.3 小規模事業者持続化補助金採択件数年
間330件

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

76 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
高等学校私立学校助成費
（私立学校物価高騰緊急支
援事業）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 25,046  25,046  25,046

①目的・効果
物価高騰の影響を受けている私立学校のスクールバスの運
営に要する燃料費（高騰相当分）へ支援
②交付金を充当する経費内容　　燃料費支援分
③積算根拠　　25,046千円（R3燃料費実績に基づいた利用
生徒１人あたり単価×R7.5.1時点のスクールバス利用者数×
25.8％（物価上昇見合分）×1/2）
※令和8年1月以降の暫定税率の廃止に影響分は支援額か
ら減額
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）　　私立学校設置
者

－ － － R7.4 R8.3 R8.3 申請件数に対する交付件数率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 私立学校 県HP R7補正（地）

77 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
中学校私立学校助成費
（私立学校物価高騰緊急支
援事業）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 3,647  3,647  3,647

①目的・効果
物価高騰の影響を受けている私立学校のスクールバスの運
営に要する燃料費（高騰相当分）へ支援
②交付金を充当する経費内容　　燃料費支援分
③積算根拠　　3,647千円（R3燃料費実績に基づいた利用生
徒１人あたり単価×R7.5.1時点のスクールバス利用者数×
25.8％（物価上昇見合分）×1/2）
※令和8年1月以降の暫定税率の廃止に影響分は支援額か
ら減額
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）　　私立学校設置
者

－ － － R7.4 R8.3 R8.3 申請件数に対する交付件数率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 私立学校 県HP R7補正（地）

78 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
小学校私立学校助成費
（私立学校物価高騰緊急支
援事業）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 1,710  1,710  1,710

①目的・効果
物価高騰の影響を受けている私立学校のスクールバスの運
営に要する燃料費（高騰相当分）へ支援
②交付金を充当する経費内容　　燃料費支援分
③積算根拠　　1,710千円（R3燃料費実績に基づいた利用生
徒１人あたり単価×R7.5.1時点のスクールバス利用者数×
25.8％（物価上昇見合分）×1/2）
※令和8年1月以降の暫定税率の廃止に影響分は支援額か
ら減額
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）　　私立学校設置
者

－ － － R7.4 R8.3 R8.3 申請件数に対する交付件数率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 私立学校 県HP R7補正（地）

79 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
専修学校私立学校助成
（私立学校物価高騰緊急支
援事業）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 2,355  2,355  2,355

①目的・効果
物価高騰の影響を受けている私立学校のスクールバスの運
営に要する燃料費（高騰相当分）へ支援
②交付金を充当する経費内容　　燃料費支援分
③積算根拠　　2,355千円（R3燃料費実績に基づいた利用生
徒１人あたり単価×R7.5.1時点のスクールバス利用者数×
25.8％（物価上昇見合分）×1/2）
※令和8年1月以降の暫定税率の廃止に影響分は支援額か
ら減額
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）　　私立学校設置
者

－ － － R7.4 R8.3 R8.3 申請件数に対する交付件数率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 私立学校 県HP R7補正（地）

80 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
中学校私立学校助成費
（学校給食にかかる物価高騰
支援事業）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 2,755  2,755  2,755

①目的・効果
物価高騰の影響を受けている私立学校の学校給食に要する
食材費（高騰相当分）へ支援
※教職員は除く
②交付金を充当する経費内容　　食材費支援分
③積算根拠　　2,755千円（R5実績値（食材費）×18％（物価
上昇見合分）×2/3）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）　　私立学校設置
者

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 申請件数に対する交付件数率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 私立学校 県HP R7補正（地）

81 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
小学校私立学校助成費
（学校給食にかかる物価高騰
支援事業）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 7,719  7,719  7,719

①目的・効果
物価高騰の影響を受けている私立学校の学校給食に要する
食材費（高騰相当分）へ支援
※教職員は除く
②交付金を充当する経費内容　　食材費支援分
③積算根拠　　7,719千円（R5実績値（食材費）×18％（物価
上昇見合分）×2/3）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）　　私立学校設置
者

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 申請件数に対する交付件数率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 私立学校 県HP R7補正（地）

82 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
高等学校私立学校助成費
（舎食費にかかる物価高騰支
援事業）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 86,479  86,479  86,479

①目的・効果
物価高騰の影響を受けている私立学校の寄宿舎運営に要す
る食材費（高騰相当分）へ支援
②交付金を充当する経費内容　　食材費支援分
③積算根拠　　86,479千円（R5実績値（食材費）×18％（物価
上昇見合分）×2/3）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）　　私立学校設置
者

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 申請件数に対する交付件数率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 私立学校 県HP R7補正（地）

83 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
中学校私立学校助成費
（舎食費にかかる物価高騰支
援事業）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 15,931  15,931  15,931

①目的・効果
物価高騰の影響を受けている私立学校の寄宿舎運営に要す
る食材費（高騰相当分）へ支援
②充当する経費内容　　食材費支援分
③積算根拠　　15,931千円（R5実績値（食材費）×18％（物価
上昇見合分）×2/3）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）　　私立学校設置
者

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 申請件数に対する交付件数率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 私立学校 県HP R7補正（地）

84 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
地域公共交通デジタル化等
推進事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑩地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 50,000  50,000  50,000

①人手不足等で厳しい環境に置かれる公共交通事業者の経
営の改善・効率化や、増加する訪日外国人の受入環境整備
に資する交通DXの取組を支援
②公共交通事業者
③国のR7経済対策補正メニューのうち「交通DXによる省力
化や経営改善」等に取り組む事業に対して、国及び県の協調
で支援、補助率：1/4（ただし国・県あわせて7/10を限度とす
る）※１事業者あたりの補助上限は10,000千円

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 支援をした事業者のうち事業を継続してい
る事業者の割合100%

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
運輸交通・物流・
観光事業者

県HP R7補正（地）

85 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 長崎空港活性化事業費
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑩地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 60,000  60,000  60,000

①燃油・物価高騰の影響を受けている航空会社への支援を
行い、長崎空港発着の航空ネットワークの利用促進を図ると
ともに県外国外からの観光利用を促進する。
②長崎空港発着国内定期路線の利用促進に要する経費
③予算額：60,000千円
対象数：長崎空港発着国内定期路線12路線
補助額：5,000千円/１路線
④長崎空港発着路線の運航会社：7社

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 長崎空港利用者数（国内線）R8年度　308
万人

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
運輸交通・物流・
観光事業者

県HP R7補正（地）

86 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
観光業界活性化プロモーショ
ン事業費

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑩地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 480,000  480,000  480,000  -  61,000

①観光業界が物価高騰の影響を受けていることから、本県
が旅先として選ばれるプロモーションを展開することで誘客促
進を図り、本県観光業界の活性化につなげる。
②国内外に向けた、本県の認知度向上や誘客促進につなが
るプロモーション経費
③合計　480,000千円
　・オンラインプロモーション等　292,000千円
　・海外現地プロモーション    　110,000千円
　・受入環境整備　　　　　　　　　 78,000千円
④長崎県観光連盟、長崎県空港活性化推進協議会、長崎県
等

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 観光消費額　Ｒ8年度4,800億円 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
運輸交通・物流・
観光事業者

県HP R7補正（地）
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Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を
設定）

支援開始時期

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ ※参考国

の

予

算

年

度 特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている

旨の明記

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が

Ｃ

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④に
も関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係
総事業費
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87 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
長崎県産酒消費拡大推進事
業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑨中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 15,000  15,000  15,000

①酒造用原料米の高騰などによる価格転嫁の影響により、
県産酒の需要減少が懸念されることから、県内飲食店等で
のキャンペーン等を実施することにより、長崎県産酒の消費
の下支えを図る。
②委託費（プレゼントキャンペーン、デジタルクーポン配布、
動画・WEBコンテンツ制作による販促活動）
③プレゼントキャンペーン5,000千円
　デジタルクーポン配布5,000千円
　WEB・動画コンテンツ制作による販促活動5,000千円
④消費者及び長崎県産酒取扱店舗、県内酒蔵

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 ・新規「長崎県産酒取扱店舗」の50件認
定。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

本事業は、委託事業者から提出されるクーポンの
利用実績報告に基づき委託料を支払うこととして
おり、未換金相当額の滞留は生じない。

県HP R7補正（地）

88 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
幼稚園私立学校助成費（その
３）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
③物価高騰
に伴う子育て
世帯支援

 3,435  3,435  3,435

①物価高騰の影響を受ける子育て世帯の負担軽減を目的と
した支援
※教職員は除く
②給食費
③対象数：６園
支給額：年間平均給食費の物価上昇見合い分（18％）の2/3
44,640円×642名(対象施設の園児数)×18％（物価上昇見
合分）×2/3
　(※)実際の積算は1施設ごとに千円未満を切り捨てて積算
しているため、上記の計算結果（3,439,065円）と予算額
（3,435千円）は一致しない。
④コロナ禍における物価高騰の影響を受けた子育て世帯(私
立幼稚園)

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 補助施設数：6施設 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・
認定こども園等

県HP R7補正（地）

89 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
子育て支援新制度関係対策
費（その３）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
③物価高騰
に伴う子育て
世帯支援

 4,059  4,059  4,059

①物価高騰の影響を受ける子育て世帯の負担軽減を目的と
した支援
※教職員は除く
②給食費
③対象数：46施設
支給額：年間平均給食費の物価上昇見合い分（18％）の2/3
66,860円×506名（対象施設の園児数)×18％（物価上昇見
合分）×2/3＝4,059,738円（千円未満切捨て）
④コロナ禍における物価高騰の影響を受けた子育て世帯(認
可外保育施設)

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 補助園数：46施設 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・
認定こども園等

県HP R7補正（地）

90 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
製造業ものづくり支援体制拡
充事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑨中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 159,000  159,000  159,000

➀エネルギーや原材料の価格高騰などのコスト増に直面し
ている県内製造業の「ものづくり」を支援するため、県工業技
術センター及び県窯業技術センターへ試験機器を導入。セン
ターの機器を活用することにより県内製造業の競争力の確
保及び強化を図る。
②県工業技術センター及び県窯業技術センターへの試験機
器の導入経費
③県工業技術センター（3機種）
　　　・連成解析システム　（55,000千円）
　　　・波長分散型蛍光エックス線分析装置　（35,000千円）
　　　・フーリエ変換赤外分光光度計　（16,000千円）
　 県窯業技術センター（３機種）
　　　・エネルギー分散型エックス線分析装置　（20,300千円）
　　　・エックス線透過型粒度分布測定装置　（19,700千円）
　　　・赤外分光光度計　（13,000千円）
④対象施設： 県工業技術センター・県窯業技術センター
　 事業目的： センターに機器を導入することによる企業支援

－ － － R8.3 R8.3 R8.3

・工業技術センター機器導入（３機種）
・窯業技術センター機器導入（３機種）
上記により県内製造業への支援体制を拡
充

【支援件数年間見込み】※全て年度換算
＜工業技術センター＞
・連成解析システム　　　　　　　100件/年
・波長分散型ｴｯｸｽ線分析装置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40件/年
・ﾌｰﾘｴ変換赤外分光光度計　　40件/年
＜窯業技術センター＞
・ｴﾈﾙｷﾞｰ分散型ｴｯｸｽ線分析装置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80件/年
・ｴｯｸｽ線透過型粒度分布測定装置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200件/年
・赤外分光光度計　　　　　 　100試料/年

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

91 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
中小・小規模事業者賃上げ対
策緊急支援事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑥中小企業・
小規模事業
者の賃上げ
環境整備

 3,133,000  3,133,000  3,133,000  3,000

①最低賃金の大幅な引き上げにより特に大きな影響を受け
る中小・小規模事業者の負担の激変を緩和するため、緊急
的な措置として支援金を交付
②賃上げ支援
③(１)支援金：１５０千円×２０，０００者
　　　　　　　　＝３，０００，０００千円
　 (２)人件費：８０，０００千円
 　(３)事務費：５０，０００千円
     ※(１)～(３)は委託料内訳
事務費：３,０００千円（リーフレット　デザイン・印刷費）
④従業員を１人以上雇用する県内中小小規模事業者

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 支援件数：22,320者 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
中小企業・小規模
事業者の賃上げ
環境整備

最低賃金引上げへの
対応

県HP R7補正（地）

92 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
長崎県製造業サプライチェー
ン強靭化事業費

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑥中小企業・
小規模事業
者の賃上げ
環境整備

 500,000  500,000  500,000

①物価高騰の影響を受けている県内製造業企業の設備投
資を支援し、生産性向上につなげることで、賃上げ環境整備
等を促進。
②県内製造業企業への補助金
③補助率：2/3以内、補助上限100,000千円
5社×100,000千円＝500,000千円
④県内製造業企業が行う生産性向上につながる設備投資等

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 支援事業者数：5社 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
中小企業・小規模
事業者の賃上げ
環境整備

県HP R7補正（地）

93 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
食品製造業国際認証取得支
援事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑥中小企業・
小規模事業
者の賃上げ
環境整備

 27,123  27,123  27,123

①県内食品製造業の売上拡大を図るため、輸出等に必要と
なる国際認証の取得を支援。
②専門家による初期導入支援に要する費用
③13,561,200（個別支援350,000×30者+旅費2,011,200）×
2=27,123千円
④交付対象者：国際認証取得支援の専門家、支援対象者：
食料品製造事業者

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 改善点の抽出率100% ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

94 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
AI活用力向上支援事業費補
助金

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑨中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 202,000  202,000  202,000  12,000

①県内中小事業者の生産性向上や人手不足対策のため、
事業所内でAIを活用できる人材育成に加え、生成AIを組み込
んだ高度なツールの導入を支援。
②人材育成に係る経費、IT機器やデジタルツール等の導入
経費
③補助金：1,000千円×190者＝190,000千円
　その他（会計年度職員人件費・事務費）：12,000千円
④県内中小事業者

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 補助金の活用数：200者 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

95 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
事業承継促進・後継者事業
展開支援事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑨中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 15,624  15,624  15,624  624

①物価高騰等での先行き不安による廃業を防ぎ、雇用維持
や技術等の伝承に繋げるため、中小企業者等の事業承継に
向けた具体の取組や、承継後の事業展開に係る取組に要す
る経費の一部を支援（補助）する。実施にあたっては長崎県
事業承継・引継ぎ支援センターと連携を図って行うことにより
事業承継の促進を図る。
②承継の課題整理に要する経費（企業価値算定、Ｍ＆Ａ仲
介手数料等の専門家活用費）や、承継後の事業展開に係る
取組に要する経費（新商品開発費、設備投資費等）への一
部補助。
③専門家活用経費　500千円×15者＝7,500千円、
　 承継後を見据えた事業展開費用　500千円×15者＝7,500
千円、
 　その他事務費624千円
④長崎県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受け、今後
5年以内の事業承継を目標に取り組む県内中小企業者等

－ － － R8.3 R8.3 R8.3

長崎県事業承継・引継ぎ支援センターに
おけるR8年度の事業目標の達成（成約・
完了件数）　※R8把握
＜参考＞
　R7年度のセンターの事業目標（成約・完
了件数）63件

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP等 R7補正（地）

96 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
事業変革・価格転嫁サポート
事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑥中小企業・
小規模事業
者の賃上げ
環境整備

 33,074  33,074  33,074

①物価高騰等による経営環境の変化に対応するため、県内
中小企業者に対し、長崎県中小企業診断士協会（経営支援
の専門家）が、経営相談等の対応や補助金・融資など各種
支援制度の活用方法の提案、申請書類作成等のサポートに
加え、価格転嫁に向けての原価計算や価格交渉に係る課題
洗出し・改善策提示等のノウハウ獲得をサポートをすること
で、適切な価格転嫁や、賃上げに向けた新たな取組による売
上拡大等を支援する。
②委託費
③個別サポート謝金31.5千円× 600 回＝18,900 千円
　 セミナー謝金63千円× 32 回＝2,016 千円
    旅費3,639 千円
    事務補助経費等5,512 千円
    消費税3,007 千円
    合計33,074 千円
④県内中小企業者

－ － － R8.3 R8.3 R8.3
支援してから１年後に新たな取組を行った
事業者数
R9：80者　※R10把握

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

97 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
ながさき消費拡大・地元企業
応援事業費（その２）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 500,000  500,000  500,000

①物価高騰の影響を受けている県民生活の下支えや県内事
業者の売上拡大等、キャッシュレス化の推進によるデジタル
力向上を図るため、県内市町と連携し、プレミアム付商品券
発行等の消費喚起対策事業を実施。
　市町が負担する商品券等のプレミアム部分に係る費用の
一部について支援を行うことで、プレミアム額や配布枚数の
増加につなげ、事業効果の更なる拡大を図る。
②補助金
③市町が負担するプレミアム部分（使用金額に応じたデジタ
ル通貨ポイントの還元やクーポン券を含む）×1/2＋事務費
×1/2＝500,000千円
④県内市町

－ － － R7.12 R8.1 R8.3
県内市町（21市町）において、プレミアム
商品券発行等による消費喚起対策の上
乗せを実施。

① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

対象分野に関連
しない

商品券等に使用期限を設ける、補助事業者である
市町からの実績報告により商品券等の使用実績
を把握する

県HP R7補正（地）

98 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
デジタル力向上支援事業費
補助金

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑨中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 262,000  262,000  262,000  12,000

①物価高騰等の影響を受けている県内中小事業者の生産
性向上や業務効率化を図るため、企業内でデジタルを活用で
きる人材の育成やIT機器・デジタルツール等の導入を支援
②ア．人材育成に係る経費　イ．アに関連するIT機器やデジ
タルツール等の導入経費
③補助金：1,000千円×250者＝250,000千円　事務費12,000
千円
④県内中小事業者

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 補助金の活用数：250者 ③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
中小企業・小規模
事業者の賃上げ
環境整備

県HP R7補正（地）

99 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
魅力ある職場づくり推進助成
金

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑥中小企業・
小規模事業
者の賃上げ
環境整備

 1,979,720  1,979,720  1,979,720

①目的・効果
物価高騰等の影響を受けている中小、小規模事業者が行う
魅力ある職場づくりを推進に関する取組に対し、支援を行うこ
とで、企業の人材確保・定着を推進する。
②交付金を充当する経費内訳
　県内中小。小規模事業者への補助金
③積算根拠
　補助金　300万円×640社＝1,920,000千円
　会計年度職員人件費　3,715千円×4名＝14,860千円
　事務費　44,860千円
④事業の対象者
　県内に主たる事務所を有する中小・小規模事業者

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 支援企業：750社 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

100 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 漁協経費負担軽減対策事業
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 45,000  45,000  45,000

①燃油価格や電気料金が高騰している中、漁協運営にかか
る経費の負担軽減を図り、漁業生産活動の活性化を目指す
ため、漁協施設（機器）の更新による節電等を支援
②更新により維持費や省エネが図られる機器購入費等
③事業費5,000千円を上限として1/2以内を補助
　（調査時点の要望額×1/2＝45,000千円）
④漁業協同組合等

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 支援対象件数：28件 ③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

101 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
いか釣り漁業経営安定化事
業（いか釣り漁業生産力向上
事業）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 194,790  194,790  194,790

①燃油や資材等の経費を多く使用するいか釣り漁業におい
て、生産の向上や効率化に資する機器等の導入や取組を支
援し、物価高騰の中でも安定的に経営を維持できる経営体
育成を図る。
②生産力向上に資する機器・設備の導入費用、新規漁場の
探索・開拓に係る委託費
③
・機器・設備等の導入費用（10t未満船：＠1,000千円）×対象
隻数175隻×1/2=87,500千円
・機器・設備等の導入費用（19t以下船：＠2,650千円）×対象
隻数71隻×1/2=94,075千円
・漁協事務手数料　2,500円/件×246件＝615千円
・新規漁場の探索・開拓（委託費）　1隻あたりの探索費/日×
１回あたりの探索隻数×１月あたりの探索日数×月数×県
内いか釣協議会数＝200千円×3隻×1日×7ヶ月×3協議会
＝12,600千円
④漁業協同組合、いか釣協議会

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 機器・設備の導入支援対象件数：246件 ③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）
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Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を
設定）

支援開始時期

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ ※参考国

の

予

算

年

度 特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている

旨の明記

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が

Ｃ

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④に
も関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係
総事業費
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102 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
長崎魚市場利用者負担軽減
対策事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 76,744  76,744  76,744

①物価高騰対策として、長崎魚市場（仲卸売場棟・関連商品
売場棟）を利用する事業者の電気代負担を軽減するため、省
エネ性能の高い設備へ更新する
②機器の更新にかかる経費（変圧器等、LED）
③変圧器等交換　64,679千円、LED照明化12,065千円　計
76,744千円
④交付対象者：県、対象施設：地方卸売場長崎魚市場施設
（仲卸売場棟、関連商品売場棟）

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 電気使用料が軽減される事業者数：54者 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

103 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○

海洋環境の変化に対応した
経営多角化支援事業（海洋
環境の変化に対応した省エネ
化・経営多角化支援事業）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 40,000  40,000  40,000

①閉鎖性海域における高水温や貧酸素等の漁場環境の変
化の影響を受ける漁業者が経営多角化のために行う、新し
い漁法・養殖の導入等を支援する。
②省エネ型漁業の導入・拡充に伴う資材購入
③養殖業導入3,000千円×20件×1/2＋漁業導入500千円
×40件×1/2＝40,000千円
④漁業協同組合

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 支援対象経営体数：60経営体 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

104 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
水産業コスト縮減緊急対策事
業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 665,000  665,000  665,000  15,000

①燃油・資材等の物価高騰が事業者の経営を圧迫している
中、漁業、養殖業、水産加工・流通業のコスト縮減対策とし
て、施設・設備の整備や機器導入等の取組を支援
②低コスト化に資する施設・設備等の整備や機器導入等に
かかる経費
③支援想定事業費：総額1,300,000千円×1/2=650,000千円
　事務費：15,000千円
④個人事業者（法人含む）※、水産業協同組合、公設魚市場
　※漁船漁業、養殖業、種苗生産業、水産加工業、水産関連
流通業

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 支援対象件数：524件※現時点 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

105 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
中小漁業賃上げ対策緊急支
援事業（雇用型漁業賃上げ対
策緊急支援事業）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 145,000  145,000  145,000  10,000

①漁村地域の経済と雇用を支える中小漁業においては最低
賃金の大幅な引き上げにより特に大きな影響を受けており、
その負担の激変を緩和するため、緊急的な措置として支援金
を交付。
②中小漁業経営体への支援金、事務手数料
③事業費：145,000千円
　（内訳）支援金：150千円×900経営体＝135,000千円
　　　　　 事務手数料：一式10,000千円
④交付対象者：従業員を雇用し、雇用保険の適用を受けない
中小漁業経営体

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 支援対象経営体数：900経営体 ③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

106 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
技術開発による水産業支援
体制拡充事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 40,425  40,425  40,425

①エネルギー、餌料及び原材料等の価格高騰に伴うコスト
増、温暖化など環境変化に伴う様々な問題に直面している水
産事業者の持続的な発展を技術的側面から支援し、県内水
産業の振興を後押しし、物価高騰対策に貢献する。
②機器・設備等の導入
③高速アミノ酸自動分析器：20,790千円
　オートアナライザー：19,635千円
④総合水産試験場

－ － － R8.3 R8.3 R8.3

●出汁にした場合のうま味成分（遊離アミ
ノ酸）の分析　0件→1件

●栄養塩測定による、赤潮プランクトン増
殖速度の把握　（赤潮予測）　0件→1件

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

107 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 種苗生産負担軽減対策事業
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 40,000  40,000  40,000

①エネルギー価格の高騰により種苗生産経費が増加する
中、省エネ型機器の導入による省電力化を図り、種苗の販売
単価の維持に貢献することで、漁業者団体等が取り組む種
苗放流にかかる自己負担増を軽減する。
②省エネ型機器導入にかかる経費
③空冷式冷房専用チラー1式　40,000千円
④長崎県栽培漁業センター、㈱長崎県漁業公社

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 価格安定に繋げた魚種数：３魚種 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

108 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 農産物物流合理化促進事業
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 19,540  19,540  19,540

①エネルギー等の物価高騰により農産物の輸送費が増大す
る中、集出荷データのデジタル化をすすめ、物流合理化によ
るコスト削減を図る取組について支援
②集出荷データのデジタル化や、クラウドで販売データを管
理することができる新システムの導入に係る初期費用（資機
材等）を支援
③次の対象経費の２分の１を補助
・合理化システム導入にかかる資材費35,680千円
・システム初期設定経費1,400千円
・研修会開催経費2,000千円
④農業団体、農業者

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 物流合理化取組組織数　R8：2組織 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

109 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
持続的な農業生産体制構築
促進事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 500,158  500,158  500,158  7,158

①経営コスト等が高止まりする中、コスト低減を図り経営力
強化するため、生産性向上、省力化、施設等のリノベーション
に資する取組を支援
②（１）機器等の導入に関して１／２以内を支援
③各地の要望結果から算定（（１）生産性向上対策130,036千
円、（２）省力化対策192,264千円、（３）リノベーション対策
170,700千円）、事務費（会計年度任用雇用7,000千円（2
名））、PC2台分158千円
④産地計画に位置づけられた農業者、農業協同組合
生産性向上に資する機械、省力化に資する機械、既存の機
械、建物等の長寿命化、効率化を行う取組を支援

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 収益力向上取組者数　R８:200名 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

110 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
長崎和牛需要回復対策事業
費

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 60,200  60,200  60,200

①肉用牛農家の経営安定と所得向上を図るため、物価高騰
に伴い消費が停滞している長崎和牛の消費回復・拡大を図
る
②プレゼントキャンペーン、クーポン配付、キャンペーンに連
動した販促活動
③プレゼントキャンペーン　12,000千円
　1,000割引クーポン配付　37,000千円（30,000名×1,000円、
割引券運営費7,000千円）
　キャンペーンに連動した販促活動　11,200千円（70店舗×2
日×2回×40,000円/回）
④消費者及び長崎和牛指定店、協力店

－ － － R8.2 R8.3 R8.3
長崎和牛指定店・協力店の増加
（30店舗、R7.11現在620店舗　→　R8 650
店舗）

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

本事業は、委託事業者から提出されるクーポンの
利用実績報告に基づき委託料を支払うこととして
おり、未換金相当額の滞留は生じない。

県HP R7補正（地）

111 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
県内堆肥流通体制強化緊急
対策事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 150,000  150,000  150,000

①肥料価格高騰により堆肥需要が高まる中、地域内の畜産
由来の高品質な堆肥の供給体制を強化するため堆肥調整・
保管施設の整備と機能向上を図る取り組みを支援
②堆肥調整・保管施設への整備や機能向上を図る取組みへ
の補助
③補助率1/2以内、1戸あたり上限3,000千円
　3,000千円×50件＝150,000千円
④農業協同組合、畜産クラスター協議会

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 耕種農家向け堆肥販売量又は堆肥販売
先件数の5％以上増加

③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

112 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
食肉流通安定供給体制確保
緊急対策事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 275,000  275,000  275,000

①物価高騰による食肉場の低迷による在庫保管に対応する
ため、食肉センターの冷蔵保管施設の省エネ機能強化の取
組を支援
②食肉センターにおける冷蔵施設の省エネ化を図る施設・設
備の整備への補助
③補助率1/4以内（上限25,000千円/施設）（ただし、公設に
限り1/2以内(上限100,000千円/施設)）
　25,000千円×3施設＋100,000千円×2施設＝275,000千円
④県内食肉センター（5施設(うち公設2施設)）

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 処理量あたり電力消費量を5％以上低減 ③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

113 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○

木材産業燃料等価格高騰対
策緊急支援事業（木材加工
処理施設・きのこ生産施設支
援）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 8,000  8,000  8,000

①エネルギー等物価高騰の影響を受けている県内事業者等
の負担軽減を図り、安定した経営環境の持続を促進するた
め、省エネ施設転換に対し支援する
②電気等の使用料を低減させる施設（省エネ施設）への転換
に係る経費（施設整備費）
③積算根拠
・木材加工処理施設：１件
　事業費：15,000千円、補助金額：7,500千円（１/２以内）
・きのこ生産施設：１件
　事業費： 1,000千円、補助金額：  500千円（１/２以内）
④県内に主たる事務所、事業所を置いて事業を実施する、製
材業・プレカット事業・チップ生産業・きのこ生産業者

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 助成により支援する施設数：２件 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

114 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
茶産地構造転換緊急支援事
業費

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 310,000  310,000  310,000

①需要の高まるてん茶の生産体制・販売ルート確立に向け、
茶産地構造転換を支援
②てん茶工場整備に係る経費を支援
③茶工場増築工事90,000千円、雨漏り工事10,000千円、蒸
熱機器30,000千円、乾燥機器120,000千円、付帯設備・工事
費60,000千円
④農林技術開発センター　果樹・茶研究部門　茶業研究室

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 収益力向上取組者数　R８:250名 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

115 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
全日制運営費（運営）
【寄宿舎運営費補助金】

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
③物価高騰
に伴う子育て
世帯支援

 23,652  23,652  23,652

①原油価格や物価高騰に伴う食材費の高騰や、運営経費増
に伴う寮費の値上げによる寮生の減少により増加する保護
者の負担を軽減するために、寄宿舎運営協議会へ追加の補
助を行い、保護者の経済的負担を軽減する。
②寄宿舎運営協議会に対する補助金
③・舎食費物価上昇影響額180円/日、
   　180円×30日×2,953月（R8延べ入寮月数）=15,947千円
　 ・1人当たり月額運営経費（食費を除く）25,178円/月、
　 　25,178円×51人（R8寮生減少見込数）×12月×
1/2=7,705千円
④県立高等学校寄宿舎運営協議会

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 対象７団体に対する交付件数率１００％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

県HP R7補正（地）

116 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 学校給食実施費
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
③物価高騰
に伴う子育て
世帯支援

 13,901  13,901  13,901

①物価高騰等の影響を受ける子育て世帯の負担軽減を目的
とした県立学校給食費及び特別支援学校舎食費への支援を
実施
※教職員は除く
②補助金
③・完全給食（牛乳代を除く）R5からの年間平均給食費の物
価上昇見合い分（18％）に対し補助。
　　高校：42.88円（高騰額）×210人×190回＝1,710,912円
　　特支：42.88円（高騰額）×677人×190回＝5,515,655円
 　　　小計7,227千円
　 ・完全給食（牛乳代）、ミルク給食、パン給食は、R5からの
増額単価＋R6からの物価上昇見合い分（牛乳9.64％、パン
14.14％）に対し補助。
　　中学：9.64円（高騰額）×860人×180回×1.08＝
1,611,654円
　　高校：9.64円（高騰額）×36人×190回×1.08＝71,213円
　　　　　　9.64円（高騰額）×167人×190回×1.08＝330,348

－ － － R8.3 R8.3 R8.3
保護者の費用負担軽減や、従来通りの栄
養バランス・量を保った学校給食等実施率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 給食 県HP R7補正（地）



（別添）【令和7年度実施計画分】実施計画書.xlsx

71 

72 

73 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AN AO AP AQ AR 

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を
設定）

支援開始時期

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ ※参考国

の

予

算

年

度 特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている

旨の明記

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が

Ｃ

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④に
も関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係
総事業費
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117 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ ICT活用推進事業
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
③物価高騰
に伴う子育て
世帯支援

 449,673  449,673  449,673

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける世
帯に対して、端末の貸与や購入費の一部補助により、物価
高騰等に直面する保護者の負担軽減と教育の機会均等を図
る。
②「貸与用端末整備」および「購入費補助」にかかる経費
③貸与用端末整備　304,673千円
　 経済的に困窮している世帯等
　「購入費補助」　　　145,000千円
④県立高校５６校の入学者・保護者

－ － － R8.3 R8.3 R8.3
・基準を満たす端末貸与申請者への貸与
率100％
・基準を満たす購入者への支援実施率
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
学用品費・実験資
材等

県HP R7補正（地）

118 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
農業経営体賃上げ対策緊急
支援事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 195,300  195,300  195,300

①最低賃金が大幅に引き上げられたが、価格転嫁が進まず
農業経営体を取り巻く環境の厳しさが増しており、緊急措置
として支援金を交付することで賃上げにつなげ雇用の維持を
図る。
②雇用を行う農業者等へ支援金交付
③１）常時雇用支援金57,300千円
　 ２）臨時雇用支援金126,000千円
　 ３）事務手数料12,000千円
④認定農業者、農業法人で、以下に該当するもの
１）雇用保険未加入で通年雇用の従業員がいる場合
２）臨時雇用のみとなるが、従業員の延べ業務日数が300日
以上になる場合

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 認定農業者数に占める雇用経営体の割
合７２％

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

119 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
特定技能外国人材住居整備
支援事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 50,000  50,000  50,000

①農業現場での労力不足や農業従事者の減少という課題に
対し、外国人材の活用に必要な住居整備を支援することによ
り、農業者の規模拡大や所得向上を図る。
②特定技能外国人材を雇用するために必要な既存施設改
修、簡易な施設の新設等への支援
③補助金　50,000千円（10,000千円×5地区）
④農業協同組合等

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 外国人の住居整備戸数　25戸 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

120 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 花き需要拡大緊急事業
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

 2,997  2,997  2,997

①急激な花きの需要縮小に対し、県内花き購入推進を図る
取組を実施し、花き購入額の増加を図る。
②（１）生花店で一定額以上の購入を行った消費者を対象
に、抽選で今後の需要喚起につながるプレゼントを実施
2,150千円
　（２）クルーズ船観光客への花き販売にかかる費用　847千
円
③（１）「暮らしの中に花を」キャンペーン商品650千円、事務
委託費1,500千円
　（２）花き販売促進847千円
④（１）長崎県、（２）花商組合等

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 キャンペーン応募　500件
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

農林水産・食品分
野

県HP R7補正（地）

121 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
高等学校私立学校・中学校
私立学校・小学校私立学校
助成費（部活動等支援）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
③物価高騰
に伴う子育て
世帯支援

 130,700  130,700  130,700

①物価高騰の中において、子どもたちの大会出場（遠征含
む）等に要する経費が保護者の負担増につながっており、子
どもたちのスポーツ・文化活動の機会の確保を図るために
も、保護者負担の軽減や環境整備の支援を実施
②子どもたちの大会出場（遠征含む）に要する費用などにつ
いて、
保護者が負担する費用の一部を支援
③小学生：1,500/人、中学生：3,000/人、高校生：6,000/人、
高等学校（通信制）：100,000～200,000/校
※離島地区については、小学生500円、中・高校生1,000円を
加算
　学校への補助金：130,700千円
④私立高校、私立中学校、私立小学校

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 希望者に対する支援率１００％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定 私立学校 県HP R7補正（地）

122 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
ながさきスポーツ・文化活動
支援事業費

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
③物価高騰
に伴う子育て
世帯支援

 559,300  559,300  559,300

①物価高騰の中において、子どもたちの大会出場（遠征含
む）等に要する経費が保護者の負担増につながっており、子
どもたちのスポーツ・文化活動の機会の確保を図るために
も、保護者負担の軽減や環境整備の支援を実施
②子どもたちの大会出場（遠征含む）に要する費用などにつ
いて、
保護者が負担する費用の一部を支援
③小学生：1,500/人、中学生：3,000/人、高校生：6,000/人、
高等学校（通信制）：100,000～200,000/校、特別支援学校
（児童生徒）小・中・高と同額の単価
※離島地区については、小学生500円、中・高校生1,000円を
加算
　 学校への補助金：559,300千円
④公立高校、公立中学校、公立小学校、特別支援学校

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 県内の全公立学校への支援率100% ⑤ HPにて明記済みあるいは予定 公立学校施設 県HP R7補正（地）
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72 

73 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AN AO AP AQ AR 

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を
設定）

支援開始時期

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ ※参考国

の

予

算

年

度 特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている

旨の明記

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が

Ｃ

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④に
も関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係
総事業費
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Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を
設定）

支援開始時期

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ ※参考国

の

予

算

年

度 特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている

旨の明記

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が

Ｃ

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④に
も関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係
総事業費
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399  -  -
400  -  -


